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（許可の取消し） 
第八条 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者（第七条第一項、第七条の二第一項又

は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。）について、次の各号に掲
げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。 
二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。 
三 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き

六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 
四 三月以上所在不明であること。 

（営業の停止等） 
第二十六条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくは

この法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風
俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風
俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違
反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えな
い範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 公安委員会は、前項の規定により風俗営業（第二条第一項第四号及び第五号の営業を除く。
以下この項において同じ。）の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該
風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月（前項の規定に
より風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間）を超えない範囲内で期間を定めて営
業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
（営業の停止等） 

第三十条 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に
関しこの法律に規定する罪（第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。）若しくは第四条第
一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良
の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるも
のをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したとき
は、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営
業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一
部の停止を命ずることができる。 



２ 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第
一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営ん
ではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であると
きは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型
性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。 

３ 公安委員会は、前二項の規定により店舗型性風俗特殊営業（第二条第六項第一号、第三号
又は第四号の営業に限る。以下この項において同じ。）の停止又は廃止を命ずるときは、当
該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業（公衆浴場法第
二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。）、興行場営業（興行場法第二条第
一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。）、旅館業（旅館業法（昭和二十三年法律
第百三十八号）第三条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。）又は住宅宿泊事
業（住宅宿泊事業法（平成二十九年法律第六十五号）第三条第一項の届出をして営む事業を
いう。以下同じ。）について、八月（第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命
ずるときは、その停止の期間）を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止
を命ずることができる。 
（営業の停止等） 

第三十一条の五 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し
この法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに
掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を
及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む
者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時にお
ける事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、
八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができ
る。 

２ 公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条
の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく
条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付
所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命
令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。 

３ 第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用す
る。 
（処分移送通知書の送付等） 

第三十一条の六 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第
一項の規定による指示又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令をしようとする場
合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の



管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞
を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安
委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 

２ 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受け
た公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をす
ることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第
一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定に
よる処分をすることができないものとする。 
一 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律

又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清
浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必
要な指示をすること。 

二 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法
律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げ
る罪に当たる違法な行為若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をした場合
又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八
月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。 

三 前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第
二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例
の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所
営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所
営業の廃止を命ずること。 

３ 第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第三十
一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合につい
て、それぞれ準用する。 
（営業の停止等） 

第三十一条の十五 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が
当該営業に関しこの法律に規定する罪（第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。）若しく
は第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為
その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令
で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に
違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗
型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹
介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

２ 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条



の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項にお
いて準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業
を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者
であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営
む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。 
（営業の停止） 

第三十一条の二十 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に
関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくは
ワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障
害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業
を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた
時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む
者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずる
ことができる。 
（処分移送通知書の送付等） 

第三十一条の二十一 公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条
の十九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当
該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内
に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了して
いる場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則
で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 

２ 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受け
た公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をす
ることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の十九
第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をするこ
とができないものとする。 
一 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法

律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは
清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため
必要な指示をすること。 

二 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの
法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲
げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は
当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月
を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。 



３ 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用す
る。 

（準用） 
第三十一条の二十三 第三条第二項、第四条（第四項を除く。）、第五条（第一項第三号を除
く。）、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三ま
で、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条（第一項を除く。）、第十四条、第十五条、第
十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項（第三号を除く。）及び第二十四条の
規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に
掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
 
第四条第一項第六号及
び第七号 

第二十六条第一項 第三十一条の二十五第
一項 

第四条第二項第二号 を保全するため特にそ
の設置を制限する必要
がある 

の保全に障害を及ぼす
ことがないため特にそ
の設置が許容される 

あるとき ないとき（当該営業所
が、旅館業法（昭和二十
三年法律第百三十八号）
第二条第二項に規定す
る旅館・ホテル営業に係
る施設内に所在し、か
つ、良好な風俗環境の保
全に障害を及ぼすこと
がないため特にその設
置が許容されるものと
して国家公安委員会規
則で定める基準に適合
するもの（次項において
「ホテル等内適合営業
所」という。）であると
きを除く。） 

第四条第三項 当該廃止した風俗営業
と同一の風俗営業の種

第三十一条の二十三に
おいて準用する前項第



別の風俗営業で営業所
が前項第二号の地域内
にあるもの 

二号の地域内になく、か
つ、ホテル等内適合営業
所に該当しない営業所 

第四条第三項第二号イ 、当該滅失前から前項第
二号の地域に含まれて
いた 

当該滅失前から第三十
一条の二十三において
準用する前項第二号の
地域に含まれておらず、
かつ、当該滅失した営業
所がホテル等内適合営
業所に該当していなか
つた 

第四条第三項第二号ロ 、当該滅失以降に前項第
二号の地域に含まれる
こととなつた 

当該滅失以降に第三十
一条の二十三において
準用する前項第二号の
地域に含まれないこと
となり、かつ、当該滅失
した営業所がホテル等
内適合営業所に該当し
ていなかつた 

第十三条第二項 前項の規定によるほか、
政令 

政令 

第十三条第三項及び第
四項 

第一項ただし書の場合
において、午前零時から
同項ただし書に規定す
る条例で定める時まで
の時間 

深夜 

第十四条及び第十五条 その営業 その深夜における営業 

第十八条 十八歳未満の者が 午後十時以後翌日の午
前零時前の時間におい
ては保護者が同伴しな
い十八歳未満の者が、深
夜においては十八歳未
満の者が、 



第二十一条 第十二条から第十九条
まで、前条第一項及び次
条第二項 

第三十一条の二十三に
おいて準用する第十二
条、第十三条（第一項を
除く。）、第十四条、第
十五条、第十八条及び第
十八条の二 

第二十二条第一項第一
号及び第二号 

当該営業 当該営業（深夜における
営業に限る。） 

第二十二条第一項第五
号 

十八歳未満 午後十時から翌日の午
前六時までの時間にお
いて十八歳未満 

第二条第一項第五号の
営業に係る営業所にあ
つては、午後十時から翌
日の午前六時までの時
間において客として立
ち入らせること 

午後十時以後翌日の午
前零時前の時間におい
て保護者が同伴する十
八歳未満の者を客とし
て立ち入らせる場合を
除く 

 
（営業の停止等） 

第三十一条の二十五 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業
に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風
俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある
と認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三十一条の二
十三において準用する第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特
定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は六月を超えな
い範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずること
ができる。 

２ 公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲
食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用い
て営む飲食店営業について、六月（同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずると
きは、その停止の期間）を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ず
ることができる。 
（指示等） 

第三十四条 公安委員会は、飲食店営業を営む者（以下この条において「飲食店営業者」とい



う。）又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反
した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障
害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清
浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要
な指示をすることができる。 

２ 公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法
律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境
を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営
業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用い
て営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停
止を命ずることができる。 

第三節 興行場営業の規制 
（興行場営業の規制） 

第三十五条 公安委員会は、興行場営業（第二条第六項第三号の営業を除く。第三十八条第二
項において同じ。）を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条若し
くは第百七十五条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保
護等に関する法律第七条第二項から第八項までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処
罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二
条から第六条までの罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用い
て営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停
止を命ずることができる。 

第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制 
（特定性風俗物品販売等営業の規制） 

第三十五条の二 公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業（その
販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るも
のとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。）
を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条の
罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第
七条第二項から第八項までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録
された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの
罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用
いて営む特定性風俗物品販売等営業（第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又
は貸し付ける部分に限る。）について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又
は一部の停止を命ずることができる。 
（指示等） 



第三十五条の四 接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規
定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少
年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時に
おける事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善
良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為
を防止するため必要な指示をすることができる。 

２ 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第二百二十三条
の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を
害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重
大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定
による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所
在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、六月を超えない範囲
内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

３ 公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第一項の規定による指示又は前項の規
定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事
務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁
明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄す
る公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 

４ 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受け
た公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をす
ることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項及び第二項
の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないも
のとする。 
一 当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違

反する行為をした場合（善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育
成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。） 善良の風俗若しくは清浄な風俗
環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示
をすること。 

二 当該接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し第二項の政令
で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第一項の規定によ
る指示に違反した場合 六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部
の停止を命ずること。 

５ 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用す
る。 


